
公益社団法人日本看護協会御中

令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について(依頼)

平素より、税務行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)において、行

政手続のオンライン化の推進により、住民等の利便性の向上や業務効率化を実現してい

くこととされており、国・地方公共団体を挙げて対応を進めているところです。

令和9年1月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提

出方法が見直されることから、貴会におかれましては、下記の事項について、別添の周知

用リーフレット(参考資料)をご活用いただき、貴会を通じて会員の皆様に周知していた

だきますようご協力をお願い申し上げます。

国税庁長官官房参事官働税者サービスPT)

総務省自治税務局市町村税課長

令和8年3月25日

0 制度改正(源泉徴収票のみなし提出の特伊D の概要について

令和5年度税制改正により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以降の

給与所得の源泉徴収票(以下「源泉徴収票」といいます。)については、事業者の提出

事務の負担軽減を目的として、一定の事項が記載された給与支払報告書(以下「支払報

告書」といいます。)を市区町村の長に提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提

出したとみなされる(本紙において「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます。)

とともに、提出範囲が支払報告書に揃えられます。

すなわち、支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提

出する必要がなくなります。

これまで、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要

があったことから、

・己

特に源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出してぃ



る事業者にとって大きな事務負担となっていましたが、本改正により、税務署への源泉

徴収票の提出が不要となります。

源泉徴収票のみなし提出の樹夙1にっいて、国税庁ホームページに特設ページ囲を設

け、本改正に係るFAQ(よくある質問)等を掲載します。また、周知用リーフレツトに

ついても新たに作成し掲載します。

(注) ht如S://WW. nta. EO.jp/users/genS飢/hotevind餓/minashi. htm

(特設サイト及びFAQは令和8年4月頃から1噴次公開します。)

O eLTAXを利用した支払報告書の提出について

支払報告書にっいては、給与等の受給者の住所地等の市区町村に提出する必要があ

るところ、支払報告書をeLT餓により一括提出することで、提出先の市区町村へ自動的

に振り分けられます。

源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者におかれまし

ては、源泉徴収票のみなし提出の特例を契機として、eLT餓により支払報告書を提出し

てぃただくことにより提出に係る事務の効率化が見込まれます。

さらに、eLT餓により提出することで、市区町村から送付される個人住民税特別徴収

税額通知を電子データで受け取ることができ、給与事務等の効率化に資するほか、令和

9年1月以降、支払報告書に記載された給与情叛がマイナポータル連携の対象となる

囲ことから、従業員力洗定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で

入力されるため、入カミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できるという

メリットがありますので、書面や光ディスク等から乢TAXによる提出への切り替えを是

非ご検討いただきますようぉ願いいたします。

eLTAXを利用した支払報告書の提出について、詳しくは、地方税ポータルシステム

(e口AX)ホームページをご覧ください。

また、給与情報のマイナポータル連携について、詳しくは、国税庁ホームページをご

覧ください。

(注)給与情報を正しく連携するため、マイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等につい

ては、記載誤りや不備がないようご注意ください。

制度改正の内容について
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給与情報のマイナポータノ坊車携
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(参考資料)源泉徴収票の提出方法が変わります(リーフレット)

【連絡先】

「制度改正(涙泉徴収票のみなし提出の特glD の概要について」

国税庁長官官房企画課剤轍者サービスPT

担当:松葉・関合

myna_jyohorenke i@nta. go. jp

「劃厶報告書について」

総務省自j台税務局市町オ朔課

担当:康乗・舟根

Shize B@soumu. go. jp

以上



串栗者の皆さまへ

令和9年1 から
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令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出

事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の

源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。

つまり・

給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、

源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります!
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11 討ほ加はむ泓諏醍*兆刈外,
区個人住民税特別徴収税額通知働税、.者剛を電子データで受けとれます!
従業員への配付・郵送コストを削減することができ、業務のぺーパーレス化につながります。

■従業員、の確定申告がさらに便利に!
令和9年1月以降、給与支払報告書の情報がマイナボータル連携の対象となります!

ふるさと納税や医療費控除等で確定申告が必要な従業員の場合 ふδ
と刷税

マイナボータル連携により給与所得の情報が自動で入力されるため
医療費
家焦分もOK !

入カミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書が作成できます。 、J

.辱.郷
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愉男"

令和8年9月24日以降^が便利になります

団サービス提供時間の拡大 24時間365日電子申告・電子納付等ができます胖 ※メンテナンス時問を除く

巫} Gビズ1Dログイン機能の実装eLTAX利用者IDとGビズ1Dを紐づければ、以後はGビズ1Dでログィンできます!

Ⅱ 0缺
Q この改正は、何年分の殊合与支払報告書」、「給与所得の源泉徴収票」から適用されますか?

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」、「給与所得の源泉徴収票」か

ら適用されます。
'※法令上、年の途中で退職した従業員に係る源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に署に提出することとされていますが、運用上の取扱
いにより翌年1月末までにそのほかの源泉徴収票とまとめて提出してよいことになっています。したがって、令和8年の途中で退職した従業員に
係る源泉徴収票についても令和9年1月1日以後にそのほかの源泉徴収票とまとめて提出する場合には、「令和9年1月1日以後に提出すべき」も
のとして、この改正が適用されます。

Q
給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

を提出する必要はありますか?

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」を市区町村へ提出した場合は

「給与所得の源泉徴収票等の法定調合計表」を税務署に提出する必要はありません。
※ただし、「給与所得の源泉収票等の法定・合言懐」は6つの書に対応する兼用様式のため、給与所得の源泉徴収票以外の調書を税務署
に提出する場合は、提出する0 について記した合計表を併せて提出する必要があります。

(eLTAXホームページ)

給与情報のマイナポータル連携

bli角(で提出された令和8年分以後の「給与支払報告書」は、マイナボータル連携の対象になります
ので、問題ありません。北ディスクや書面等で提出した「給与支払報告書」は、マイナボータル連携の対

象にはなりませんので、ご注意ください。

(「給与所得の源泉徹唾票」を別途、e・TaXで提出する必要はありません。)

※給与..を正しく連携するため、マイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等については、記載誤りや不備がないようご注意ください。

従業員が給与情報のマイナボータル連携を利用できるようにしたいです。

()これまでは、e・TaXで「給与所得の源泉徴収票」を提出していましたが、今回の改正を機に殊合与支払
報告書」のみを提出することにしても問題ありませんか?
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